
 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法とは、停止した心臓機能と呼吸機

能を蘇生させる応急手当のことをいいます。 

突然起こった呼吸停止や心臓停止は、酸素欠

乏にもっとも弱い脳に重大な障害を与え、た

とえ心拍が再開しても、植物化といわれる後

遺症を残すこととなります。その場に居合わ

せたあなたが心肺蘇生を行えば命を救うこ

とができます。 

日 時 
平成２４年 月   日（火） 

１３時３０分～１６時３０分 

  

会 場 
 

                             

  

定 員 ２0 名 

□習得目標 心肺蘇生法一人法及び大出血時の止血法ができるようになる    講習を修了された方は 

□講習内容 講義１時間、蘇生実技２時間（ひとり５分程度）              「普通救命講習修了証」    

□講   義 ①応急手当の目的と必要性を学ぶ                     を交付します。 

 ②応急手当の対象者（怪我人を観察、気道を確保、人工呼吸を施す、心肺を蘇生） 

□実  技 ①心肺蘇生法（口の中を調べる、異物除去、呼気吹込み、人工呼吸法、心臓マッサージ） 

 ②AED の使い方 

□申 込 先  川崎北法人会 事務局  Ｔｅｌ：044-799-1791  Ｆａｘ ： 044-799-1793  

＜個人情報の取り扱いについて＞ 当会は、この申込書に係る個人情報を、この講習会以外の目的で利用することは一切ございません。 

会社・団体・学校等に所属の方はご記入下さい 

 

電話 

住  所 

 

FAX 

参加者（ふりがな）     

                 生年月日    年   月   日     年齢   歳 （ 男  女 ） 

参加者（ふりがな） 

                               生年月日    年   月   日     年齢   歳 （ 男  女 ） 

ＡＥＤ (自 動 体 外 式 除 細 動 器 )  

取扱いの講習も行います。 


